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船舶免許の厳格化と海上交通の安全確保を求める 意見書  

 

小 型 船 舶 の 免 許 取 得 者 数 は 近 年 急 増 し て お り 、 ２ ０ ２ １ 年 度 で は

７ ４ ， ５ ７ ５ 人 が 新 た に 取 得 し て い る 。 こ の 国 家 試 験 に 臨 む た め の

実 技 教 習 時 間 は 国 が 定 め る 登 録 教 習 所 で 一 人 あ た り 僅 か ４ 時 間 で あ

る こ と に 加 え て 、 実 技 国 家 試 験 の 合 格 率 は 約 ９ ６ ％ と 極 め て 高 い 。

そ し て 、 海 上 保 安 庁 が 認 知 し た 船 舶 事 故 の 隻 数 は 令 和 ２ 年 度 で １ ，

９ ４ ０ 隻 、 そ の う ち プ レ ジ ャ ー ボ ー ト の 事 故 数 は 全 体 の ６ ０ ％ と な

っ て お り 、 プ レ ジ ャ ー ボ ー ト が 海 難 事 故 の 半 数 以 上 を 占 め て い る 。   

ま た 、 先 般 発 生 し た 北 海 道 ・ 知 床 の 遊 覧 船 沈 没 事 故 で は 多 く の 人

命 が 失 わ れ た が 、 こ の 船 長 が 持 つ 旅 客 の 輸 送 を 行 う 国 家 資 格 「 特 定

操 縦 免 許 」 の 取 得 は 講 習 を 受 け る だ け で 試 験 が 無 く 、 技 術 も 知 識 も

問 わ れ な い 。 つ ま り 、 大 臣 が 国 家 資 格 を 発 行 す る 上 で 、 不 適 格 者 の

排 除 が な さ れ て い な い 。   

さ ら に 、 今 回 の 事 故 に お い て は 、 運 行 管 理 者 に 操 縦 経 験 も 実 務 経

験 も 無 い こ と や 、 船 に 救 命 い か だ が 取 り 付 け ら れ て い な か っ た こ と

な ど が 事 故 の 大 き さ に つ な が っ た の で は な い か と 報 じ ら れ て い る 。   

国 土 交 通 省 は 、 今 回 の 事 故 を 受 け て 全 国 の 事 業 者 に 対 し 緊 急 監 査

を 行 っ た が 、 査 察 を 実 施 す る 運 行 労 務 監 理 官 が 船 舶 免 許 を 持 っ て お

ら ず 、 海 の 安 全 知 識 に 乏 し い な ど 、 国 の 安 全 意 識 の 低 さ も 合 わ せ て

指 摘 さ れ て い る 。   

よ っ て 国 に お か れ て は 、 下 記 事 項 に つ い て 実 現 さ れ る よ う 強 く 要

望 す る 。  

 

記  

 

１  プレジャーボートや水上オートバイによる事故を防止するため、船舶

免許の所管を、舟艇振興を図る国土交通省海事局から海上保安庁へと移

管し、安全航行と停泊管理の義務付けを強化すること。   

２  小型船舶操縦士免許試験について、国の管理のもと、内容の充実と厳

格化を図り、必要に応じて不適格者を排除する仕組みに改めること。   

３  遊覧船等の旅客を乗せた船舶事故防止の観点から、講習の受講のみで

取得できる特定操縦免許については、旅客運送契約を遂行する免許とし

て取得基準を厳格化すること。   

４  特に寒冷地において運行される遊覧船等について、救命いかだの搭載

を義務付け、事業者負担の軽減の観点から補助を検討すること。  

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出します。  

 

令和４年６月２９日                                              

泉佐野市議会  


